
円山公園自由広場利用の手引き 

 

円山公園自由広場は有料施設です。全面を使用されない場合においても料金が発生します。 

使用料をお支払いの上、ご利用ください。 

 

◆ 自由広場 開放期間及び時間 

   5月中旬～ 8月 31日    7:00 ～ 19:00 

  （開始日は花見期間に合わせて変動します。公園管理事務所へお問合せください。） 

    9月 1日～9月 30日 7:00 ～ 18:00 

    10月 1日～11月 3日 7:00 ～ 17:00 

◆ 使用料金について 

  

① 使用料は、一時間あたり３９０円です。 ただし、札幌市公園使用料等減免基準によ

り、一部の福祉施設などは減免の対象となります。 

  
② イベントのための施設の設営・撤去期間も自由広場の使用許可が必要になり、その期

間中も料金が発生します。 

  ③ 料金は、使用前に、公園管理事務所へお支払いください。 

  

④ 使用日の５日前までにご連絡をいただいたときのキャンセル、および雨天等で使用で

きなくなった場合は、料金を還付いたします。 

（印鑑等必要なものがありますので、事前にご連絡ください。） 

◆ 公園内禁止事項 

      
① 車両の乗り入れおよび駐車（バスの乗り入れもできません）  

※イベント施設の設置作業車両や資材搬入車両などは認める場合があります。 

  
 

② 火気の使用（運動会当日の花火も使用できません）  

  
 

③ 物品の販売、頒布 

◆ 注意事項 

 

 

① 工作物を設置する際は、樹木や公園の施設を利用しないでください。工作物の設置・

撤去および維持管理は責任をもって行い、他の公園利用者の支障にならないように注

意してください。 

 
 

② 設置物は事前に公園管理事務所の許可を受けてください。自由広場外に看板などを設

置させる場合は、別途札幌市から公園使用許可書を受ける必要があります。 

 
 

③ 音量は、音源から 5ｍの距離で 60デシベル以下、公園境界で 45デシベル以下でご使

用ください。 

  ④ 他の利用者に迷惑になる行為はしないでください。 

                             ⑤ 使用後は元通りに復旧し、発生したゴミはすべてお持ち帰りください。 

 
 

⑥ 利用の際に公園施設や土地を損傷したり、汚損したりした場合は、利用者の責任にお

いて、完全な原状に復旧してください。 

 
 

⑦ 都市公園法および札幌市公園条例を守ってご利用ください。また、公園管理者の指示

に従ってご利用ください。 

◆ 運動について 

   
 

① バットの使用はできません。 

 ② 他の公園利用者の安全が確保できる範囲での利用が可能です。 

◆ その他    

  円山公園には専用の駐車場はありません。 

 

（公財）札幌市公園緑化協会 円山公園管理事務所 

札幌市中央区宮ヶ丘 3   Tel  011-621-0453  

Fax 011-621-0515 


